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『就労移行支援・就労継続支援（A型・B型）事業所 運営・管理ハンドブック』   

（令和元年５月20日初版）改正情報 

 

本書の内容に法改正による変更がありました。下記についてご確認いただけますようお願い申し上げま

す。 

・44ページ、②研修受講要件……改正のため差し替えてください。初版２刷（令和元年７月10日発行）

以降の版をお持ちの方は、下記の内容が反映されております。 

・特定処遇改善加算について……改正による追加情報です。追加の初版３刷（令和２年３月10日発行）

の版をお持ちの方は、追加の内容の補遺を本書に挟み込んでおります。 

 

●44ページ、②研修受講要件 

サービス管理責任者となるためには、上記実務経験だけではなく、都道府県の開催する研修（サービ

ス管理責任者等研修）を受講している必要があります。研修は「サービス管理責任者等研修」と「相談

支援従事者養成研修（講義部分）」の２種類を受講する必要があり、「サービス管理責任者等研修」は

「基礎研修」と「実践研修」に分かれています（実践研修については令和４年３月31日まで経過措置あ

り）。さらに、最初に研修を受けたらそれで終わりではなく、５年ごとに「更新研修」を受講しなけれ

ばなりません。 

サービス管理責任者研修は、以前までは分野によって種類が分かれていました（例えば、就労系サー

ビスであれば「就労分野」の研修を受講しなければいけませんでした）が、平成31年度の改正によって

サービス管理責任者研修の分野が統一され、今では「サービス管理責任者等研修」を受講すればどの分

野におけるサービス管理責任者にもなることができるようになりました。 

なお、サービス管理責任者等研修は人気かつまだまだ開催回数が少ない（年３〜４回程度）ため、受

けたくても受けられない方が非常に多く存在しています。そのため、サービス管理責任者が就任後、

「やむを得ない事由（予期せぬ急病による退職など）」によってサービス管理責任者が交代した場合に

は経過措置が設けられており、実務経験要件さえ満たしていれば就任後１年までの間に研修を受講すれ

ばよいとされています。 

サービス管理責任者は、代替困難な人材です。事業所の経営者自身がこのサービス管理責任者の資格

要件を満たしていれば安心ですが、そうでない場合は職場環境の改善や業務負担の軽減などでサービス

管理責任者のモチベーションを高め、かつ職員の離職を防ぐことでサービス管理責任者になれるだけの

実務経験を満たす人材となるよう（いわゆる「生え抜き」のサービス管理責任者候補者が生まれるよう）

に基盤を整備していく必要があります。 

 

 

 



 

 

●特定処遇改善加算について 

令和元年10月から施行されることとなった「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するための

具体的な手続きや算定における注意点を解説していきます。 

 

（１）特定処遇改善加算とは 

 特定処遇改善加算とは、正式名称を「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」といいます。現行の処遇

改善加算（以下「現行加算」といいます）が直接処遇職員、つまり現場の職員を対象としているのに対

し、特定処遇改善加算は勤続10年以上の介護福祉士など、事業所における「中核人材」の賃金改善を目

的としているのが特徴です。 

 現行加算とは、別枠で取得でき（ただし、既存の処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）のいずれかを算定し

ている必要があります）、さらに現行加算とは異なって「サービス管理責任者」や「児童発達支援管理

責任者」、「事務員」、「調理員」などにも分配が可能なのが最大の特徴です。サービス管理責任者や中核

となる人材の待遇を改善したい事業所などにおいては、積極的に算定しておくべき加算であるといえま

す。 

 

●参考：特定処遇改善加算の加算率 

 

 

 

（２）特定処遇改善加算算定の手順と配分ルール 

ここからは、実際に特定処遇改善加算を算定する際の手順と配分ルールについて解説していきます。 



 

 

①特定処遇改善加算の区分の決定 

特定処遇改善加算を算定する場合、まずは加算算定のための要件を確認する必要があります。 

特定処遇改善加算の要件は下記（Ⅰ）から（IV）の４つです。 

 

 

 
 

次に、区分ごとの要件の違いを見てみましょう。特定処遇改善加算（Ｉ）を算定するには、要件

（Ｉ）から（Ⅳ）すべてを満たす必要があります。一方で、特定処遇改善加算（Ⅱ）の場合は、要件

（Ⅱ）から（Ⅳ）が求められ、（Ｉ）は含まれません。つまり、「福祉専門職員配置等加算」を算定し

ているかどうかで加算の種類が分かれるのです。 

（Ｉ）配置等要件 

「福祉専門職員配置等加算」の算定によって満たすことができます（福祉専門職員配置等加

算については後述）。 

（Ⅱ）現行加算要件 

現行の処遇改善加算の（Ｉ）から（Ⅲ）のいずれかを算定していれば満たすことができま

す。 ただし、処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）では満たすことができませんので気をつけましょ

う。 

（Ⅲ）職場環境等要件 

実施した処遇改善の内容と処遇改善に要した費用を職員に周知することで満たすことができ

ます（詳細は後述）。  

（Ⅳ）見える化要件 

令和２年度から実施予定ですが、特定処遇改善で提出した案に基づく取組みをホームぺージ

に掲載するなどして公表すると満たすことができます。 



 

 
 

配置等要件を満たすために必要な「福祉専門職員配置等加算」の概要は下記の図のとおりです。福祉

専門職員配置等加算にはＩからⅢの３区分ありますが、どれを算定しても配置等要件を満たすことは可

能です。 

 

 



 

次に、「職場環境等要件」について少し詳しく見てみましょう。厚生労働省の掲げる職場環境等要件

は表のとおり 「資質の向上」「職場環境・処遇の改善」「その他」の３つの分野に分けられていま

す。特定処遇改善加算における職場環境等要件を満たすには、処遇改善加算とは異なり、「各分野それ

ぞれ」の中から「１つずつ」以上を実施する必要があります。  

※ただし、現行の処遇改善加算の取組みと重複しても問題ありません。 

 

 
 

②特定処遇改善加算の配分ルールについて 

次に、配分のポイントを確認しましょう。特定処遇改善加算の配分には一定の手順があります。  

まず最初に、事業所の職員を「Ａ人材」「Ｂ人材」「Ｃ人材」の３つのグループに分けます。 

Ａ人材は、経験・技能のある福祉・介護職員です。 例えば勤続10年以上、またはそれと同等のスキ

ルを持つ人材などがＡ人材に該当します。 Ｂ人材はＡ人材に該当しない福祉・介護職員です。Ｃ人材

は障害福祉以外の職員、例えば事務員や調理員などが該当します。 

ABCの人材グループに分けたら、次はそれぞれのグループに分配する金額を設定します。このときの



 

注意点は次の２つです。 

１つめは、平均分配額の比率です。 Ａ人材の平均分配額はＢ人材の２倍以上、Ｂ人材の平均分配額

はＣ人材の２倍以上にする必要があります。 つまり、平均分配額の比率の目安はＡ：Ｂ：Ｃ=４:２:１

となります。 

２つめは、Ａ人材の賃金改善額です。 Ａ人材のうち１人以上が月額平均８万円以上の賃金改善、ま

たは年額440万円を超える賃金水準への改善が行われる必要があります。 

 

 
 

配分にあたっては、人材をABCの３つのグループに分けるのが原則ですが、必ずしも３つに分けなけ

ればならないというわけではありません。 

・Ａ人材がいない場合 

例えば、新設のため経験・技能のある福祉・介護職員がいない事業所や月額８万円以上の賃金改善

または年額440万円水準への賃金改善が難しい事業所などは、Ａ人材を設定せずＢ・Ｃ人材のみの設

定も可能です。  

・福祉・介護職員がすべてＡ人材に該当する場合 

Ａ人材とＣ人材のみを設定することも可能です。  

 

さらに、福祉・介護職員だけに加算を分配したい場合はＡ人材とＢ人材だけを設定すること、 経

験・技能のある福祉・介護職員にだけ配分したい場合はＡ人材だけを設定することもそれぞれ可能で

す。 

 



 

 
 

前述のとおり、特定処遇改善加算は施行されてまだ間もない加算ですが、現行の処遇改善加算では対

象とならなかった「サービス管理責任者」や「調理員」など、事業所で重要な職務に就く職員の賃金改

善を図ることができるという点で、非常に画期的な加算となっています。 

加算率はまだまだ低く設定されており、また、配分ルール等も複雑なものとなっていますが、ぜひ有

効活用をし中核人材の賃金改善を図っていきましょう。 

 

以上 


